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○ 滋賀県部等設置条例等の一部を改正する条例（条例第４号） 

１ 文化スポーツ部および商工観光労働部を再編し、新たに観光文化スポーツ部および商工労働部を置くとともに、
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土木交通部を再編し、新たに県土整備部および交通まちづくり部を置くこととしました。（第１条の規定による改

正後の第１条関係） 

２ 観光文化スポーツ部、琵琶湖環境部、商工労働部、県土整備部および交通まちづくり部の分掌事務を定めること

としました。（第１条の規定による改正後の第２条関係） 

３ その他 

(1) この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

(2) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

(3) その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県附属機関設置条例の一部を改正する条例（条例第５号） 

１ 滋賀県知事公室建設工事等総合評価審査委員会、滋賀県観光文化スポーツ部建設工事等総合評価審査委員会、滋

賀県商工労働部建設工事等総合評価審査委員会、滋賀県県土整備部建設工事等総合評価審査委員会および滋賀県交

通まちづくり部建設工事等総合評価審査委員会を新たに設置することとし、当該附属機関の担任する事務ならびに

委員の数、構成および任期について定めることとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

３ その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

○ 滋賀県職員定数条例の一部を改正する条例（条例第６号） 

１ 職員の定義に競走事業の事務部局に常時勤務する地方公務員を追加することとしました。（第１条関係） 

２ 知事の事務部局の職員、議会の事務部局の職員、教育委員会の事務部局の職員、人事委員会の事務部局の職員、

地方公営企業の事務部局の職員、競走事業の事務部局の職員および教育機関の職員の定数を増減員することとしま

した。（第２条関係） 

３ 競走事業の事務部局の職員の定数の当該部局内の配分は、競走事業管理者が定めることとしました。（第３条関

係） 

４ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例（条例第７号） 

１ 農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）の一部改正による条項の移動に伴い、必要な規定の整

理を行うこととしました。（別表関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

〇 滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例等の一部を改正する条例（条例第８号） 

１ 任命権者は、職員の申告を考慮して、公務の運営に支障がないと認める場合には、職員の申告を経て、一定の期

間ごとの期間につき勤務時間が１週間当たり38時間45分となるように、週休日のほかに当該職員の勤務時間を割り

振らない日を設け、または当該職員の勤務時間を割り振ることができることとしました。（第１条、第８条および

第11条関係） 

２ 週休日のほかに勤務時間を割り振らない日を設けることができることとすることに伴い、必要な規定の整備を行

うこととしました。（第１条から第11条まで関係） 

３ その他 

(1) この条例は、令和９年１月１日から施行することとしました。 

(2) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

〇 滋賀県職員等の給与等に関する条例等の一部を改正する条例（条例第９号） 

１ 新たに第２種初任給調整手当を支給することとしました。（第１条の規定による改正後の第２条および第９条の

３、第３条の規定による改正後の第２条、第４条の規定による改正後の第２条および第６条、第５条の規定による

改正後の第２条および第４条の２ならびに第６条の規定による改正後の第３条および第10条の３関係） 

２ 通勤手当について、自動車を使用する場合に係る支給限度額および自動車の駐車のための施設を利用している場

合の加算限度額を引き上げることとしました。 

また、通勤手当の支給の日について、支給単位期間に係る最初の月に支給することが困難な場合にはその翌月の

人事委員会規則で定める日に支給することとしました。（第１条の規定による改正後の第11条および第６条の規定

による改正後の第12条関係） 

３ その他 

(1) この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

(2) 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

(3) その他必要な規定の整備を行うこととしました。 
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〇 滋賀県公告式条例の一部を改正する条例（条例第10号） 

１ 条例および規則の公布に当たって行う知事の署名について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第16条第４項の

総務省令で定める署名に代わる措置を含むこととしました。（第２条および第３条関係） 

２ この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日から施行することとしました。 

３ その他必要な規定の整備を行うこととしました。 

〇 滋賀県国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会運営等基金条例の一部を改正する条例（条例第11号） 

１ 題名を改めることとしました。（題名関係） 

２ 基金の目的を、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポの愛称で開催された第79回国民スポーツ大会および第24回全

国障害者スポーツ大会の成果を継承し、本県のスポーツの振興を図ることに改めることとしました。（第１条関係） 

３ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県後期高齢者医療財政安定化基金条例の一部を改正する条例（条例第12号） 

１ 滋賀県後期高齢者医療広域連合から徴収する財政安定化基金拠出金の額を算出する際に乗ずる割合を、零（改正

前 10,000分の2.8）に改めることとしました。（第２条関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県税条例に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を指定する条例の一部を改正する条例（条例第13

号） 

１ 滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として令和８年６

月30日まで指定を受けている特定非営利活動法人しがＮＰＯセンターを、令和13年６月30日まで再度指定すること

としました。（本則関係） 

２ この条例は、令和８年７月１日から施行することとしました。 

３ この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

〇 琵琶湖森林づくり県民税条例の一部を改正する条例（条例第14号） 

１ この条例の施行後５年を目途として、琵琶湖森林づくり県民税条例（平成17年滋賀県条例第40号）の施行状況、

社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認めるときは、同条例の規定について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとすることとしました。（付則関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

〇 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例（条例第15号） 

１ 登録免許税法（昭和42年法律第35号）の一部改正による条項の移動に伴い、必要な規定の整理を行うこととしま

した。（第２条関係） 

２ 工業技術総合センター試験等手数料について、化学分析に係る新たな手数料を追加することとしました。（別表

第５関係） 

３ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）等の一部改正によ

る条項の移動等に伴い、必要な規定の整理を行うこととしました。（別表第53関係） 

４ この条例は、次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める日から施行することとしました。 

(1) ２の規定 令和８年４月１日 

(2) ３の規定 令和８年５月１日 

(3) １の規定 所得税法等の一部を改正する法律（令和７年法律第13号）附則第１条第８号に掲げる規定の施行の

日 

〇 滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例（条例第16号） 

１ 工業技術総合センター使用料の額の改定を行うこととしました。（別表関係） 

２ 東北部工業技術センター設備使用料の額の改定を行うこととしました。（別表関係） 

３ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県行政手続条例の一部を改正する条例（条例第17号） 

１ 公示の方法による聴聞の通知等は、公示事項を規則で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる

状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示し、または公示事項を当該

事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによっ

て行うものとすることとしました。（第14条、第21条および第28条関係） 

２ その他 

(1) この条例は、令和８年５月21日から施行することとしました。 

(2) この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 
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(3) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

〇 滋賀県公益認定等委員会条例の一部を改正する条例（条例第18号） 

１ 滋賀県公益認定等委員会の委員の要件に、公益信託に係る活動に関して優れた識見を有する者を追加することと

しました。（第２条関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

３ その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

〇 滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例（条例第19号） 

１ 福祉用具等に係る業務を廃止することとしました。（第２条関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

３ 関係条例について必要な改正を行うこととしました。 

〇 滋賀県障害者介護給付費等不服審査会設置条例の一部を改正する条例（条例第20号） 

１ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令（平成18年政令第10号）の一部改正による

条項の移動に伴い、必要な規定の整理を行うこととしました。（第３条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

〇 滋賀県国民健康保険保険給付費等交付金および国民健康保険事業費納付金に関する条例の一部を改正する条例

（条例第21号） 

１ 子ども・子育て支援納付金納付金所得係数の基準、子ども・子育て支援納付金納付金所得等割合、子ども・子育

て支援納付金納付金被保険者数等割合および子ども・子育て支援納付金納付金被保険者均等割指数の範囲について

必要な事項を定めるものとしました。（第18条～第21条関係） 

２ その他 

(1) この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。ただし、(2)は、公布の日から施行することとし

ました。 

(2) この条例の施行に関し必要な準備行為を定めることとしました。 

(3) その他必要な規定の整理を行うこととしました。 

〇 滋賀県食品衛生基準条例の一部を改正する条例（条例第22号） 

１ 飲食店営業のうち、従業者が常駐せず全自動調理機により調理された食品を販売する営業の施設に係る基準を定

めることとしました。（別表第１および別表第２関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例（条例第23号） 

１ 道路占用料の額を改めることとしました。（別表関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

３ この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

〇 滋賀県環境影響評価条例の一部を改正する条例（条例第24号） 

１ 滋賀県環境影響評価条例（平成10年滋賀県条例第40号。以下「条例」という。）第２章の２および第３章第１節

の規定は、条例別表第12号または第15号に掲げる事業であって、当該事業の実施が想定される区域の全部が、当該

事業に係る環境の保全についての適正な配慮の観点から条例第２章の２および同節の規定による手続を行わない

ことによる手続上の支障がないと認められる地域として規則で定める地域に含まれるものについては、適用しない

こととしました。ただし、当該事業を実施しようとする者が知事に当該事業について同章または同節の規定の適用

を受ける旨の申出をした場合における当該申出に係る規定の適用については、この限りでないこととしました。（第

53条関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

３ この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとしました。 

〇 滋賀県公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第25号） 

１ 公営企業の業務に従事する職員であった者に対する履歴または経歴に関する証明書の交付を行うときは、手数料

を徴収することとしました。（第４条の２関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第26号） 

１ 滋賀県立総合病院の病床数を588床に変更することとしました。（第１条の規定による改正後の別表第１関係） 

２ 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第14条の規定に基づく組織として、滋賀県病院事業庁建設コンサルタン

ト等選定審査委員会を新たに設置することとしました。(第１条の規定による改正後の別表第２関係) 
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３ その他の文書の手数料の最低金額を変更することとしました。（第１条の規定による改正後の別表第３関係） 

４ 滋賀県立総合病院の病床数を560床に変更することとしました。（第２条の規定による改正後の別表第１関係） 

５ この条例は、次の(1)から(3)までに掲げる区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める日から施行することとしました。 

(1) １の規定 公布の日 

(2) ２および３の規定 令和８年４月１日 

(3) ４の規定 公布の日から起算して２年を超えない範囲内において規則で定める日 

〇 滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例（条例第27号） 

１ 競走事業の業務に従事する職員であった者に対する履歴または経歴に関する証明書の交付を行うときは、手数料

を徴収することとしました。（第４条の２関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県市町立学校の県費負担教職員の定数に関する条例の一部を改正する条例（条例第28号） 

１ 市町立学校の県費負担教職員の定数を次表のとおり改定することとしました。（第２条関係） 

区  分 令和７年度 令和８年度 増減 

小学校（義務教 

育学校の前期課 

程を含む。） 

校長および教員 5,031人 5,022人 △９人 
養護教員 236人 237人 １人 
栄養教諭および学校栄養職員 53人 49人 △４人 
事務職員 271人 265人 △６人 
計 5,591人 5,573人 △18人 

中学校（義務教 

育学校の後期課 

程を含む。） 

校長および教員 2,852人 2,902人 50人 
養護教員 106人 111人 ５人 
栄養教諭および学校栄養職員 20人 20人 ０人 
事務職員 126人 123人 △３人 
計 3,104人 3,156人 52人 

計 

校長および教員 7,883人 7,924人 41人 

養護教員 342人 348人 ６人 
栄養教諭および学校栄養職員 73人 69人 △４人 
事務職員 397人 388人 △９人 
合計 8,695人 8,729人 34人 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例（条例第29号） 

１ 教員特殊業務手当のうち、部活動指導業務に従事した場合に支給する手当の額を引き上げることとしました。（第

４条関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例および滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例を廃

止する条例（条例第30号） 

１ 滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例（昭和45年滋賀県条例第57号）および滋賀県立スポーツ会館の設

置および管理に関する条例（昭和59年滋賀県条例第33号）を廃止することとしました。 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

〇 滋賀県地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する条例（条例第31号） 

１ 本県の地方警察職員たる警察官の定員を増員することとしました。（第１条関係） 

２ この条例は、令和８年４月１日から施行することとしました。 

３ その他必要な規定の整理を行うこととしました。 
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